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0
　
総

説

　
　
　
法
人
企
業
の
機
関
が
、
独
狂
制
を
適
当
と
す
る
か
、
多
数
合
議
制
を
好
ま
し
い
も
の
と
す
る
か
。
果
又
、
独
任
で
は
な
く
、
複
数
制
と

　
　
し
乍
ら
そ
の
複
数
の
構
成
者
が
、
合
議
制
で
は
な
い
が
、
各
自
単
独
に
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
も
の
な
ど
色
々
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
凡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

　
　
独
任
制
の
も
の
の
併
立
許
容
と
も
見
得
る
。
．
」
れ
ら
の
構
成
は
、
そ
の
企
業
機
関
の
性
格
、
権
限
、
そ
の
他
之
極
め
て
密
接
な
関
係
が
あ
る

　
・
の
で
あ
る
が
、
従
来
、
こ
う
し
た
、
組
織
原
理
に
つ
い
て
⑪
吟
味
が
為
さ
れ
る
こ
と
は
、
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
以
下
に

　
疹
企
業
法
の
分
野
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
研
討
す
る
の
も
、
徒
労
で
な
い
と
信
ず
る
。

　
　
　
こ
0
「
独
任
制
」
の
長
所
は
、
企
業
活
動
の
統
一
性
の
保
持
と
、
そ
の
機
敏
性
と
秘
密
性
の
保
持
に
適
し
、
且
つ
そ
の
責
任
の
明
確
な

　
　
こ
と
に
あ
る
が
、
他
面
企
業
判
断
の
誤
謬
、
往
々
に
し
て
、
多
く
の
利
害
関
係
人
の
利
益
を
無
視
し
て
、
私
利
又
は
特
定
の
人
々
の
み
の

　
　
利
益
を
図
る
な
ど
の
不
正
を
行
い
易
い
鋏
点
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
之
に
対
し
て
「
合
議
制
」
の
長
所
は
、
公
正
な
判
断
と
、
幽
適
正
な
企

　
　
業
運
営
の
方
向
付
け
に
秀
れ
る
．
が
、
他
面
、
そ
の
機
敏
性
を
欠
き
、
責
任
の
帰
趨
を
明
確
に
し
な
く
な
る
な
ど
の
弊
を
持
つ
傾
向
が
あ

　
　
　
ニ
　

説　
　
る
。
而
し
て
複
数
単
独
執
行
制
の
そ
れ
に
は
、
上
記
両
者
の
長
短
を
折
衷
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
短
所
の
み
を
著
し
く
こ
と
が
多
い

論
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
楚
勿
論
・
黒
物
の
長
短
は
・
相
対
的
で
あ
り
・
傾
向
的
な
も
の
鴫
・
・
そ
の
構
成
す
る
入
に
よ
り
著
し
く
異
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（
四
）

な
り
、
更
に
企
業
機
構
そ
の
他
の
条
件
に
よ
っ
て
も
そ
の
長
短
に
変
化
の
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
例
え
ば
、
改
正
前
商
法
の
取
締
役
制
度
が
こ
れ
で
あ
り
、
改
正
法
で
も
、
代
表
取
締
役
を
二
名
以
上
お
い
た
場
合
の
状
況
は
こ
れ
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
こ
の
独
任
制
と
合
議
制
の
機
関
と
の
長
短
は
、
従
来
、
行
政
学
な
ど
で
、
多
く
吟
味
研
討
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
企
業
の
揚
合
は
、
多
少
異

　
　
　
な
っ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
街
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
閉
山
政
道
博
士
「
行
政
組
織
論
」
二
四
一
頁
以
下
、
吉
富
重
夫
教
授

　
　
　
　
「
行
政
学
」
七
八
．
頁
以
下
。
省
拙
稿
「
企
業
機
関
に
於
け
る
分
権
と
集
権
」
法
政
研
究
廿
一
巻
二
号
二
五
頁
以
下
参
照
。

　
（
三
）
　
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
よ
う
な
取
締
役
の
各
自
代
表
執
行
の
制
度
の
下
で
も
、
実
際
の
必
要
上
、
申
心
的
な
人
物
を
、
社
長
又
は
頭
取
な
ど
と
独

　
　
　
任
制
と
し
て
、
副
社
長
は
こ
の
代
理
と
補
佐
者
と
し
、
常
務
、
專
務
な
ど
は
、
之
が
補
助
的
な
立
場
か
、
分
担
者
と
し
て
構
成
し
て
い
た
こ
と
か
ら

　
　
　
も
明
白
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
特
殊
会
社
亜
に
営
団
④
金
庫
な
ど
は
、
理
事
長
機
関
集
中
主
義
を
採
用
し
て
い
た
の
は
、
制
度
的
に
は
秀
れ
て
い

　
　
　
た
と
も
称
し
得
る
。

　
（
四
）
　
独
任
制
で
も
、
そ
の
人
の
性
格
に
よ
つ
て
、
上
記
と
反
対
の
性
格
を
示
す
こ
と
も
あ
り
、
合
議
制
で
も
運
用
の
如
何
で
は
そ
の
反
対
と
も
な
り
得

　
　
　
る
。
又
企
業
組
織
、
性
格
か
ら
し
て
、
之
等
の
性
格
を
顯
著
に
示
す
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
よ
5
に
な
る
場
合
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇔
機
関
性
格
と
単
独
・
合
議
制

　
前
記
の
よ
う
に
、
単
独
制
と
合
議
制
と
各
々
長
短
を
異
に
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
企
業
機
関
の
性
格
の
相
異
に
従
っ
て
、
適
否
の
問
題

を
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

　
概
し
て
言
う
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
意
思
機
関
は
合
議
制
が
適
当
で
あ
る
が
、
執
行
機
関
は
単
独
制
を
適
当
と
し
、
便
利
と
す
る
よ
う
で

あ
翫
叱
而
し
て
監
査
機
関
ば
・
こ
の
い
つ
れ
で
も
よ
い
が
・
や
は
ゲ
単
独
制
の
複
在
制
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
か
麓
応

　
す
な
わ
ち
、
株
主
総
会
、
社
員
総
会
は
勿
論
、
合
議
制
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
決
議
機
関
で
あ
る
。
　
し
か
し
合
議
制
の
そ
れ

は
・
常
に
こ
の
よ
う
に
決
議
機
鮒
で
は
な
ぐ
・
諮
問
機
関
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
菊
而
し
て
改
正
商
法
荏
・
取
締
役
会
を
合
議
制
と
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し
た
が
、
こ
れ
は
一
般
の
通
説
の
よ
う
に
、
執
行
機
関
と
呼
ぶ
よ
り
は
、
ほ
ん
と
う
は
、
通
説
的
な
部
類
別
け
か
ら
す
れ
ば
、
意
思
機
関
，

　
　
の
一
と
見
る
べ
き
で
あ
ゑ
従
っ
て
そ
の
合
議
制
は
当
然
と
考
え
る
も
の
で
あ
養

　
　
　
而
し
て
こ
の
合
議
制
機
関
、
特
に
決
議
機
関
で
は
、
そ
の
意
思
が
多
数
人
の
意
思
か
ら
、
統
一
し
た
一
つ
の
意
思
を
抽
出
し
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
ぬ
。
こ
瓦
に
そ
の
団
体
意
思
の
決
定
方
法
と
し
て
の
種
々
の
方
法
が
、
制
度
的
に
工
夫
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
法
と
し
て
、
全
員
一
致
、
普
通
多
数
決
（
過
半
数
）
、
特
別
多
数
決
な
ど
と
い
う
民
主
的
な
方
法
が
考
え
ら
れ
、
又
こ
う
し
た
合
議
体
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゅ
　
　
　
　
　
モ
　

　
　
も
、
特
定
者
の
独
裁
又
は
統
裁
と
い
う
方
法
に
よ
る
も
の
も
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
全
員
一
致
の
場
合
は
別
と
し
て
、
、
普
通
多
数

　
　
決
、
特
別
多
数
決
に
よ
る
場
合
に
、
そ
の
決
議
が
成
立
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
そ
の
賛
成
し
た
過
半
数
又
は
三
分
の
二
な
ど
の
多
数
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
・
の
意
思
と
い
う
性
格
と
砿
別
に
、
そ
の
団
体
の
全
体
意
思
と
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
転
化
は
、
勿
論
制
度
的
に
は
、
法
律
．

　
　
規
定
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
社
会
学
的
、
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
七
、

　
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
た
い
。
、
而
も
、
こ
の
多
数
決
の
場
合
、
そ
の
合
議
体
参
加
者
の
頭
数
に
よ
る
多
数
決
を
と
る
も
の
と
、
株
式
会
社
、
有
限
会
社
の
総
会
の

　
　
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
株
式
数
乃
至
持
分
数
に
よ
る
多
数
決
を
と
る
も
の
と
の
二
種
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
企
業
形
態
の
相
異
か

　
　
ら
来
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
人
的
結
合
体
と
し
て
の
性
格
の
強
い
企
業
体
で
は
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
者
の
頭
数
の
多
寡
に

　
　
よ
る
べ
き
で
、
物
的
結
合
体
と
し
て
の
企
業
体
で
は
、
頭
数
よ
り
は
、
資
本
単
位
の
数
に
よ
る
こ
と
こ
そ
、
合
理
的
と
考
え
た
か
ら
で
あ

　
　
（
｝
○
）

　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
9
．

　　

@更

ﾉ
・
、
の
ム
．
議
欝
に
於
け
る
そ
の
燵
員
の
活
動
（
普
通
の
意
義
の
議
決
権
　
　
　
　
　
（
｝
一
）
）
に
は
、
拷
を
参
加
垂
弓
σ
剛
暮
ヨ
①
．
①
音
）
と
、
蹴

　
　
票
決
権
（
萄
Q
辟
副
b
ρ
b
P
『
①
O
げ
け
）
と
を
区
別
し
て
観
念
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
即
ち
前
者
は
そ
の
合
議
体
機
関
に
出
席
し
、
そ
の
議
事
の
　
如

説　
　
進
行
に
参
加
す
ゐ
権
限
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
全
体
意
思
を
結
成
す
ゐ
法
的
効
果
の
あ
る
意
思
決
定
雑
体
に
つ
い
て
賛
否
を
表
示
す
ゐ
権
⑬

論
限
で
・
荒
権
の
あ
る
も
の
は
・
凡
て
票
決
権
が
あ
る
ど
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
・
劉
繕
別
国
宝
。
関
係
人
の
よ
う
な
も
の
は
・
荒
別



・
P

「

論説

権
は
あ
る
が
・
票
決
権
の
な
い
も
窪
見
る
べ
き
で
あ
莞
し
か
し
蕪
議
決
権
毬
の
株
主
に
は
・
こ
の
荒
権
も
な
い
も
ゆ
と
蟹

　
　
　
　
　
　
　
二
三
）
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

な
け
れ
．
ば
な
ら
ぬ
。

　
尚
お
、
こ
の
含
議
制
機
関
で
、
議
決
権
即
ち
参
加
権
と
票
決
権
を
行
使
す
る
に
は
、
そ
の
構
成
員
本
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
代

理
人
で
も
よ
い
か
の
閤
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
強
く
要
求
す
る
よ
う
な
合
議
体
で
は
こ

れ
は
許
さ
れ
ず
・
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
で
は
許
さ
れ
て
よ
い
も
の
ま
解
す
酔
気
特
た
株
主
の
議
決
権
行
使
の
揚
合
の
代
理
議
決
の
権
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〕
ヨ
〉

強
行
法
と
し
て
厳
〔
に
確
保
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
（
…
）
　
例
え
ば
、
社
員
総
会
、
株
主
総
会
、
取
締
役
会
、
相
互
保
険
会
社
の
代
議
員
会
等
は
、
こ
の
合
議
制
機
関
に
属
す
る
。

　
（
｝
）
　
代
表
取
締
役
、
代
表
社
員
、
特
殊
企
業
の
理
事
機
関
な
ど
は
、
こ
の
種
の
庵
の
に
属
す
る
。

　
（
三
）
　
監
査
機
関
は
、
公
準
、
嚴
格
を
保
す
る
に
は
、
復
数
の
人
々
に
よ
り
、
而
も
、
各
自
独
自
の
立
揚
に
よ
る
活
動
を
認
め
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら

　
　
　
れ
る
。
　
こ
の
意
味
で
は
、
改
正
法
が
蚊
・
締
役
に
つ
き
、
“
取
締
役
会
の
強
制
を
し
た
が
（
商
法
二
六
〇
条
参
照
）
、
監
査
役
に
つ
い
て
監
査
役
会
を
強

　
　
　
制
し
な
か
っ
た
の
は
正
し
く
、
　
独
逸
の
よ
う
に
監
査
役
会
を
持
つ
も
の
は
（
独
秣
式
法
九
三
条
参
照
）
、
そ
の
監
査
機
能
を
果
さ
な
い
も
の
と
な
る

　
　
　
性
質
を
お
び
る
も
の
と
考
え
る
。
即
ち
そ
の
》
馬
甑
畠
富
戸
鉾
に
は
、
監
査
役
の
外
、
取
締
役
も
参
加
轟
労
し
、
叉
そ
れ
は
、
取
締
役
の
選
任
権
も

　
　
　
持
つ
ど
い
う
具
合
に
、
全
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
（
四
）
　
例
え
ば
二
流
な
ど
に
存
し
た
、
評
議
会
又
は
評
議
員
会
の
如
き
は
、
こ
れ
で
あ
る
（
例
え
ば
住
宅
営
団
法
一
五
条
、
帝
都
窩
速
度
交
通
営
団
法
一

　
　
　
九
条
、
庶
民
金
庫
法
一
六
条
、
恩
給
金
庫
法
一
七
条
な
ど
）
。
　
唯
島
本
銀
有
の
政
策
委
員
会
は
決
議
機
関
的
性
格
を
も
持
つ
、
別
に
諮
問
機
関
と
し

　
　
　
て
「
参
与
」
が
あ
る
。
　
又
終
戦
後
の
日
本
開
発
銀
行
で
は
、
参
与
が
（
同
法
一
一
条
）
、
国
民
金
融
公
庫
で
は
、
国
民
金
融
審
議
会
が
（
同
法
一
〇

　
　
　
条
以
下
）
、
更
に
国
鉄
公
祉
で
は
監
理
委
員
会
（
同
法
九
条
以
下
）
な
ど
が
あ
る
Q
、

　
（
五
）
　
後
述
す
る
よ
5
に
、
私
は
作
用
別
と
す
る
と
き
は
、
執
打
機
能
か
ら
意
思
決
定
機
能
を
分
別
す
る
こ
と
に
は
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
エ
に

　
　
　
通
説
的
撃
墜
に
立
っ
て
意
思
の
官
有
・
監
査
の
…
二
機
関
作
「
用
を
分
げ
る
立
揚
に
立
つ
．
と
す
れ
ば
、
取
締
役
会
は
意
思
機
関
性
が
あ
る
と
見
る
べ
き
も
’
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’

，

論 説

　
　
の
と
す
る
の
で
あ
る
（
拙
稿
「
企
業
の
監
督
機
構
…
論
」
法
政
研
究
十
八
巻
四
号
三
頁
以
下
参
照
）
。

（
六
）
　
こ
の
決
議
条
件
に
つ
い
て
は
、
社
団
の
性
質
に
よ
り
（
特
に
人
的
会
社
と
物
的
会
社
）
、
又
そ
の
決
議
事
項
の
重
要
度
な
ど
に
よ
っ
て
（
例
え
ば
、

　
　
定
款
変
更
と
、
決
算
書
類
の
承
認
等
）
、
異
な
る
も
の
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
七
）
　
例
え
ば
戦
時
中
の
．
営
団
及
び
金
庫
と
称
さ
れ
る
特
別
企
業
形
態
は
、
昭
利
十
四
年
十
二
月
七
R
臨
時
閣
議
決
定
の
い
わ
ゆ
る
「
経
済
新
体
制
確
立

　
　
要
綱
」
の
線
に
沿
う
全
体
主
義
的
企
業
機
構
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
企
業
機
関
の
縫
…
造
も
、
い
わ
ゆ
る
統
裁
主
義
原
理
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
．
た

　
　
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
詳
細
は
、
拙
著
「
営
団
と
統
制
会
」
二
五
五
頁
以
下
、
「
企
業
の
国
家
性
」
六
五
頁
以
下
及
び
二
〇
五
頁
以
下
参
照
。

（
八
）
．
即
ち
比
較
的
多
数
者
の
意
思
即
ち
、
全
体
意
思
で
な
い
も
の
が
、
法
定
の
意
思
決
定
機
関
に
於
け
る
決
議
と
な
る
と
、
そ
わ
か
ら
は
そ
の
・
社
団
の

　
．
、
全
体
意
思
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
法
律
梅
成
の
問
題
に
就
い
て
は
、
片
山
義
勝
博
士
「
秣
式
会
社
法
慣
し
五
四
八
頁
以
下
参
照
。

（
九
）
　
こ
の
点
の
詳
細
…
な
吟
味
は
、
法
律
家
と
し
て
の
筆
者
の
十
分
課
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
社
会
学
、
政
治
学
な
ど
の
研
究
に
侯
つ
べ
き
も
の

　
　
が
多
い
。
し
か
し
個
人
の
年
等
を
前
提
と
す
る
民
主
主
義
の
原
理
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
異
論
が
な
い
。
個
人
の
李
等
、
個
人
意
思
の
尊
重
を

　
　
考
え
、
而
も
全
員
一
致
を
得
ら
れ
な
い
場
合
の
次
善
の
方
法
と
し
て
、
　
一
般
に
容
認
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
樹
こ
の
多
数
決
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
匡
①
言
ぴ
費
団
・
口
詳
8
曙
O
h
跨
①
レ
雷
」
o
凱
¢
℃
慧
謬
良
覧
ρ
》
目
¢
嵐
。
鋤
鐸
団
。
】
三
〇
鈴
。
り
。
冨
昌
。
①
切
①
＜
冨
ぞ
’

　
　
一
㊤
b
。
①
●
図
図
．
旧
磨
鋤
象
。
。
冨
u
。
”
囚
。
⇔
○
℃
o
鉱
無
碍
￥
ン
繭
a
o
凱
q
刃
乱
ρ
昏
Φ
国
⇔
o
聴
剛
。
℃
8
象
鋤
9
コ
口
6
Q
O
息
巴
G
Q
o
㎞
露
o
ρ
一
㊤
G
。
G
。
∂
＜
9
の
一
〇
恥
名
い

　
　
ω
言
遷
あ
巴
。
。
す
㌍
U
諺
．
竃
鉱
O
襲
舞
。
。
鷺
貯
延
長
一
㊤
δ
旧
臼
ω
鼠
ぞ
爵
尉
囲
①
鷺
宮
O
言
O
α
①
冨
諺
a
O
覧
夢
一
二
O
●
矢
部
貞
治
氏
「
多
数
決
の
社
会

　
　
的
機
能
」
法
協
、
昭
和
九
年
七
月
号
八
月
号
、
今
中
吹
贋
博
士
「
多
数
決
原
理
」
「
民
主
主
義
講
座
」
三
巻
所
収
等
参
照
。

（
一
〇
）
　
即
ち
合
名
、
合
資
会
社
の
よ
う
な
人
的
会
社
の
社
員
総
会
、
取
締
役
会
で
は
、
頭
数
主
義
即
ち
人
的
多
数
決
制
度
を
と
る
（
商
法
六
八
条
、
七

　
　
一
条
、
二
六
〇
条
の
二
）
。

　
　
　
之
に
対
し
て
反
撃
会
社
の
株
主
総
会
、
有
限
会
社
の
社
員
総
会
は
、
物
的
資
本
主
義
的
修
正
を
さ
わ
た
多
数
決
即
ち
物
的
多
数
決
で
あ
る
（
商
法

　
　
二
四
一
」
条
、
二
三
九
条
）
。
企
業
奪
合
は
、
政
策
的
意
味
か
ら
、
頭
数
制
度
を
探
る
（
中
小
企
業
等
協
同
組
含
法
八
二
条
、
　
…
一
条
参
照
）
。
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、

論説

（
一
】
）
．
こ
の
区
別
を
行
う
べ
き
こ
と
は
、
　
一
般
に
認
の
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
例
え
ば
田
中
誠
二
博
士
「
新
会
社
法
論
」
上
巻
二
三
六
頁
、
松
田
二

　
　
郎
虚
血
「
会
社
法
概
論
」
　
一
三
〇
頁
）
軌
　
そ
し
て
こ
の
区
別
に
よ
つ
て
、
特
別
利
害
関
係
人
は
参
加
権
が
あ
る
が
、
票
決
権
が
な
い
も
の
と
解
す
べ

　
　
き
で
あ
る
（
三
見
松
．
本
博
士
「
日
本
会
社
法
論
」
二
六
〇
頁
、
松
田
二
郎
博
士
「
会
社
法
擁
立
」
＝
こ
○
頁
、
西
本
寛
一
博
士
「
株
主
総
会
論
」
四

　
　
八
頁
）
。

（一

鼈黶

j
　
即
ち
特
別
利
害
関
係
人
は
、
合
議
体
に
激
て
、
　
そ
の
票
決
権
が
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
‘
決
議
の
公
正
な
成
立
確
保
σ
必
要
性
か
ら
で
は
あ
る

　
　
が
、
他
面
に
は
議
決
権
の
共
釜
骨
性
に
も
、
根
ざ
す
も
の
と
見
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

（
】
三
）
　
即
ち
前
記
の
特
別
利
害
関
係
者
の
揚
合
と
異
な
り
、
こ
の
無
議
決
権
株
の
整
合
は
、
総
会
へ
の
参
加
権
も
な
い
も
の
と
解
す
る
（
商
二
三
二
条

　
　
四
項
参
照
）
（
同
見
西
本
三
江
簿
士
「
株
主
総
会
論
」
四
八
頁
、
反
対
、
田
中
誠
二
憾
士
「
新
会
社
法
論
」
上
巻
二
四
三
頁
、
松
田
二
郎
博
士
「
会

　
　
社
法
概
論
」
　
＝
二
二
頁
）
Q
　
そ
の
た
、
め
改
正
法
は
、
こ
の
無
議
決
権
を
、
株
式
の
種
別
と
せ
す
、
優
先
株
主
の
一
状
態
と
だ
け
し
た
所
以
で
も
あ
ろ

　
　
5
（
商
二
四
二
条
参
照
）
。
爾
お
、
之
等
の
者
の
利
盆
が
著
し
く
害
さ
れ
る
決
議
が
、
そ
れ
以
外
の
株
主
な
ど
に
よ
っ
て
爲
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
た

　
　
め
に
、
之
に
抗
争
す
る
権
限
も
用
意
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
（
商
法
二
鴎
二
条
一
項
但
書
参
照
）
。

（
一
．
四
）
　
例
え
ば
、
取
締
役
会
は
こ
の
意
味
で
代
理
議
決
を
認
め
得
な
い
合
議
体
で
あ
り
（
商
二
六
〇
条
の
二
参
照
）
、
之
に
対
し
て
株
主
総
会
、
有
限

　
　
会
社
の
社
員
総
会
な
ど
は
、
之
を
認
め
る
べ
き
も
の
で
あ
り
（
商
二
三
九
条
三
項
、
有
限
四
丁
条
）
、
合
名
、
合
資
会
社
な
ど
の
、
そ
れ
は
任
意
に

　
　
定
め
さ
し
て
差
支
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
唯
企
業
組
合
の
場
合
は
、
代
理
人
を
認
め
る
が
（
申
小
企
業
等
協
同
組
合
法
八
二
条
、
　
｝
一
条
二
項
）
（
唯
そ
の
代
理
人
資
格
を
、
「
そ
の
組
合
員

　
　
の
親
族
若
し
く
は
使
用
人
又
ば
他
の
組
合
員
で
な
け
れ
ば
、
代
理
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
す
る
こ
と
は
特
色
が
あ
る
）
、
更
に
そ
の
代
理

　
　
入
は
、
二
人
以
上
の
組
合
員
を
代
理
ザ
る
こ
と
を
認
め
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
の
は
（
一
一
条
四
項
）
注
目
す
べ
き
制
度
と
言
い
得
る
。
．

（
一
五
）
　
例
え
ば
商
法
第
二
三
九
条
三
項
の
株
主
の
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
の
、
行
使
を
行
い
得
る
権
限
は
、
　
そ
の
規
定
上
は
「
得
」
と
あ
る
に
も
拘
ら

　
　
す
、
　
之
を
強
行
法
規
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
は
通
説
で
あ
る
（
例
え
ば
松
田
二
郎
博
士
「
会
社
法
概
論
」
一
二
七
頁
、
　
大
隅
健
一
郎
博
士
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「
会
社
法
概
説
」
∵
＝
一
頁
等
参
照
）
。
　
故
に
ご
の
権
限
を
著
し
く
制
限
す
る
定
款
規
定
な
ど
は
、
同
項
違
反
と
し
て
無
効
の
も
の
と
解
す
る
わ
け

　
　
　
　
　
で
あ
る
。
即
ち
…
般
に
は
そ
の
代
理
人
資
格
を
、
そ
の
会
社
の
株
主
た
る
も
，
の
に
限
る
こ
と
は
適
法
で
あ
る
・
が
、
例
え
ば
一
定
地
域
の
株
主
又
は
社

　
　
　
　
　
内
取
締
役
又
は
従
業
員
た
る
株
主
に
限
る
と
い
う
よ
う
な
規
定
は
不
法
の
も
の
と
解
す
る
。

　
　
　
・
　
　
減
上
手
法
は
、
　
こ
の
代
理
権
授
与
を
長
期
包
括
的
に
行
う
こ
と
を
禁
止
し
て
、
総
会
侮
に
す
べ
き
も
の
と
し
（
商
二
三
九
条
四
項
）
、
更
に
従
来

　
　
　
　
　
多
く
存
し
た
郵
便
に
よ
る
白
紙
委
任
渤
誘
も
弊
害
が
あ
る
と
し
て
、
証
券
取
引
法
は
、
上
場
株
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
議
決
権
代
理
行
使

　
　
　
　
　
の
渤
誘
に
は
、
　
一
定
の
参
考
書
類
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
（
同
法
…
九
四
条
、
同
皇
別
第
＝
こ
号
第
】
条
以
下
）
。

　
　
　
　
　
　
荷
お
、
こ
の
秣
主
の
代
理
人
に
よ
る
行
使
の
許
容
か
ら
、
株
主
総
会
は
、
現
実
に
は
、
，
最
少
限
、
画
名
あ
株
主
の
現
実
田
席
で
決
議
を
成
立
さ
せ

　
　
　
　
　
得
る
か
の
問
題
が
で
て
ぐ
る
。
即
ち
私
は
、
決
議
の
性
質
上
、
一
人
と
そ
の
人
に
委
託
さ
れ
た
代
理
出
席
者
の
意
思
の
合
致
の
み
で
は
不
＋
分
で
、

　
　
　
　
　
少
く
と
も
、
現
実
に
二
入
以
上
の
人
間
が
出
席
し
て
い
な
け
れ
ば
、
決
議
の
成
立
と
は
な
ら
ぬ
と
解
す
る
（
拙
稿
「
株
主
総
会
の
議
事
進
行
と
延
会

　
　
　
　
　
縄
続
会
」
研
究
論
集
八
巻
二
、
三
、
四
合
併
号
）
　
（
省
お
こ
の
意
昧
で
は
、
既
述
の
申
小
企
業
等
協
同
組
合
法
一
一
条
四
項
の
規
定
が
、
一
人
で
二

　
　
　
　
　
人
以
上
の
者
の
代
理
を
認
め
す
と
し
て
い
る
の
は
、
注
目
す
べ
き
規
定
と
い
う
べ
き
で
あ
る
）
，
。

　
　
　
　
　
　
又
・
前
記
・
特
別
利
害
関
係
者
の
票
決
権
禁
止
は
、
こ
の
代
理
人
を
選
任
し
て
行
う
こ
と
も
許
さ
な
い
も
の
と
解
す
べ
く
、
叉
こ
の
特
配
利
害
関

　
　
　
　
　
係
人
は
、
他
の
そ
う
し
た
関
係
に
な
い
人
の
代
理
人
と
し
て
議
決
権
行
使
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
－
上
記
の
制
度
の
趣
旨
か
ら
当
然
と

　
　
　
　
　
い
う
べ
き
で
あ
る
（
同
見
、
松
田
二
郎
博
士
「
会
社
法
概
論
」
一
三
〇
頁
、
田
中
誠
二
博
士
「
新
会
社
法
論
」
上
巻
二
四
〇
頁
）
o

　
　
　
之
に
対
し
て
「
執
行
機
関
」
は
、
そ
の
性
質
上
、
独
任
制
か
、
少
く
と
も
複
在
制
の
単
独
制
を
適
当
と
し
、
必
要
と
す
惹
こ
と
さ
え
多

　
　
い
と
考
え
お
れ
る
。
従
来
の
我
国
で
は
、
株
式
会
社
の
「
取
締
役
」
は
三
人
以
上
ど
、
複
数
任
用
制
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
複
数
の
各
取

　　

�
�
ﾍ
、
各
自
会
社
を
凝
す
る
権
限
の
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（
改
正
前
商
法
二
山
ハ
一
条
一
項
）
。
唯
そ
の
実
際
運
営
の
餐
と
必
要
性
か
ら
、
業

説
　
務
運
営
上
の
大
綱
並
に
重
大
事
項
は
￥
任
意
機
関
と
し
て
多
く
の
会
社
に
存
し
売
「
取
締
役
会
」
又
は
「
重
役
会
」
に
か
け
て
決
し
、
別

論　
　
に
代
表
取
締
役
を
定
め
、
又
は
日
常
業
務
を
專
行
ず
る
常
務
、
專
務
取
締
役
を
、
そ
の
取
締
役
の
任
意
の
合
議
に
よ
り
、
自
己
の
責
任
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じ

　
　
で
、
委
任
し
て
行
わ
し
め
て
い
た
の
は
、
こ
の
間
の
必
要
性
を
遺
憾
な
く
示
し
て
い
た
も
の
と
言
え
る
。
唐
津
正
法
は
商
法
上
の
制
度
と

説　
　
し
て
、
取
締
役
会
制
度
と
代
表
取
締
役
の
制
度
を
お
い
た
の
は
、
既
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
從
来
の
日
本
の
企
業
慣
習
を
立
法
化
し
た
の

論　
，
で
は
な
く
、
　
寧
ろ
株
主
総
会
と
は
別
個
の
分
野
、
即
ち
業
務
運
営
⊥
の
最
高
意
思
を
決
定
す
る
機
関
と
し
・
て
、
之
を
認
め
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
し

　
　
る
。
そ
し
て
代
表
取
締
役
は
従
来
の
社
長
、
副
社
、
長
な
ど
の
任
意
選
任
を
法
定
し
強
制
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ

　
　
る
執
行
代
表
機
関
で
、
こ
れ
は
や
は
り
複
数
制
も
あ
り
得
る
が
、
そ
の
各
々
は
単
独
代
表
叉
は
執
行
の
機
関
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
じ

　
　
こ
の
必
要
性
を
認
め
て
の
も
の
と
解
す
る
。

　
　
　
唯
改
正
前
の
商
法
で
も
、
改
正
商
法
で
も
、
こ
の
単
独
制
の
執
行
機
関
を
、
制
限
し
て
他
の
取
締
役
と
、
又
は
支
配
人
と
の
「
共
同
代
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
　
表
」
と
す
る
制
度
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
で
も
働
方
代
表
だ
け
は
共
同
を
必
要
と
す
る
が
、
受
方
代
表
は
、
尚
お
単
独
で
も
差
支
な
い
と

　
　
し
て
い
る
こ
と
は
、
、
相
手
方
保
護
の
立
場
か
ら
も
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
執
行
又
は
代
表
機
関
の
合
議
制
の
不
便
と
困
難
を
示
し
た
脇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
　
と
も
見
得
る
も
の
で
あ
る
ゆ
　
　
　
　
7

　
　
　
こ
の
こ
さ
は
、
有
限
会
社
の
取
締
役
に
つ
い
て
も
、
略
図
様
の
こ
と
は
認
め
ら
れ
、
唯
有
限
会
祉
法
は
、
そ
の
合
議
休
と
し
て
の
取
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
役
会
の
制
度
を
法
定
し
な
い
だ
け
で
あ
る
。
叉
合
名
会
社
、
合
資
会
社
の
代
表
社
員
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
各
自
単
独
代
表
と
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

　
　
こ
と
は
、
全
く
同
様
の
理
由
と
必
要
性
に
因
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
実
ぱ
、
一
般
に
執
行
機
関
叉
は
理
事
機
関
と
称
さ
れ
る
も
の
の
任
務
に
は
、
そ
の
性
質
、
上
異
っ
た
二
面
性
が
あ
る
も
の
で
あ
る

　
　
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
一
は
企
業
の
外
部
に
対
し
て
そ
の
企
業
を
代
表
し
て
活
動
す
る
面
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
企

　
業
代
表
の
面
で
あ
る
。
他
は
企
業
の
内
部
の
商
業
使
用
人
そ
の
他
の
使
用
人
、
労
働
者
な
ど
に
対
し
て
作
業
の
指
揮
命
令
を
し
、
督
励
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

　
　
る
い
わ
ゆ
る
業
務
執
行
の
而
で
あ
る
。
而
し
て
従
来
の
商
法
で
は
、
亡
の
二
面
の
職
務
作
用
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
取
締
役
そ
の
他
の

　
　
理
事
機
関
の
権
限
と
し
て
い
た
が
、
企
業
の
実
際
で
は
均
し
く
取
締
役
又
は
理
事
と
言
う
も
の
に
も
、
代
表
権
と
業
務
執
行
の
双
方
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
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の
あ
る
も
の
と
、
単
に
業
務
執
行
の
権
だ
け
し
か
保
有
し
な
い
取
締
役
と
、
全
く
名
目
だ
け
の
い
わ
ゆ
る
平
取
締
役
、
平
理
事
な
ど
の
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　

を
生
じ
て
い
た
。
而
し
て
改
正
法
で
は
、
単
に
合
議
体
と
し
て
の
取
締
役
会
に
出
席
す
る
だ
け
の
取
締
役
と
、
特
に
会
社
を
代
表
し
て
活
動

す
る
代
表
取
締
役
と
の
二
者
を
明
言
し
た
が
、
代
表
権
の
な
い
業
務
執
行
権
だ
け
を
持
づ
取
締
役
の
選
定
を
排
斥
し
、
否
定
し
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

は
見
る
べ
き
で
な
か
ろ
う
。
又
商
法
が
こ
う
し
た
法
定
0
代
表
取
締
役
の
み
で
は
な
く
、
通
常
会
社
を
代
表
し
て
活
動
す
る
よ
う
な
名
称

を
持
ち
、
又
は
そ
れ
を
使
用
す
る
者
に
芒
て
は
、
表
見
袋
欝
と
し
て
の
責
任
を
明
記
し
て
い
る
（
商
一
．
六
ご
条
）
．
す
な
わ
ち
、
い
つ
れ

に
し
て
も
、
　
い
わ
ゆ
る
執
行
機
関
は
独
任
で
あ
る
か
、
’
複
数
で
あ
っ
て
も
㍗
各
自
独
立
し
て
機
園
活
動
を
行
い
得
る
も
の
と
す
る
必
要

上
・
そ
れ
は
余
り
多
数
で
あ
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
¢
）
叉
そ
の
複
数
存
在
の
執
行
●
理
事
機
関
者
の
間
に
は
・
自
然
に
対
等
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

く
、
主
従
の
差
が
現
れ
る
。
即
ち
企
業
の
統
一
性
の
必
要
ぱ
、
企
業
運
営
の
最
高
の
且
つ
全
般
的
の
指
揮
、
統
轄
権
を
持
つ
社
長
、
そ
し

て
こ
の
社
長
不
在
叉
は
都
合
の
悪
る
い
と
ぎ
に
之
を
代
行
す
る
副
社
長
、
更
に
日
常
業
務
叉
は
特
定
の
業
務
を
專
行
ず
る
権
限
を
委
せ
ら

れ
る
常
務
取
締
役
、
専
務
取
締
役
な
ど
の
区
別
が
で
き
、
更
に
そ
う
し
た
権
限
の
な
い
不
取
締
役
の
別
を
牛
ず
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
が
、
從
来
の
特
殊
会
社
、
営
団
、
金
庫
な
ど
で
は
、
こ
の
執
行
機
関
乃
至
理
事
機
関
の
中
に
は
、
最
初
か
ら
主
従
の
区
別
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

り
、
而
も
そ
れ
は
そ
の
法
定
権
限
も
、
こ
の
明
確
な
差
異
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
は
特
筆
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
点
で
あ
る
。
即
ち
ト
こ
う
し

た
企
業
体
で
は
、
総
裁
、
理
事
長
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
理
事
長
機
関
だ
け
を
、
代
表
権
限
者
と
し
、
叉
は
そ
の
法
定
代
理
者
と
し
て
の
副
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　

裁
、
副
理
事
長
ま
で
を
、
特
別
の
も
の
と
し
て
、
初
め
か
ら
別
個
に
選
任
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
権
限
を
鑑
定
し
、
他
方
そ
の
他
の
取
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

役
又
は
理
事
機
関
者
は
、
そ
の
選
任
形
式
も
多
く
は
異
に
し
、
而
も
そ
れ
ら
の
者
は
、
前
記
理
事
長
機
関
の
指
揮
下
に
、
そ
の
業
務
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
ひ

部
を
分
掌
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
は
そ
の
名
称
は
、
理
事
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
理
事
長
機
関
の
補
助
者
で

あ
り
、
代
理
者
に
止
ま
り
、
こ
う
し
た
企
業
の
執
行
機
構
は
、
実
質
的
に
は
独
任
制
で
あ
っ
た
と
も
断
じ
得
る
こ
と
こ
そ
、
注
目
さ
れ
な
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二
七
）

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
属
す
る
。

　
（
一
「
）
　
こ
の
わ
が
国
の
従
来
の
取
締
役
制
度
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
取
締
役
会
の
研
究
」
民
商
法
雑
誌
、
三
巻
六
号
四
八
頁
以
下
参
照
。

　
（
二
）
　
即
ち
、
新
制
の
「
取
締
役
会
」
は
、
従
来
の
任
意
機
関
と
し
て
の
取
締
役
会
制
度
の
法
定
化
で
は
な
く
、
全
く
別
個
の
目
的
と
任
務
を
盛
る
べ
き

　
　
・
も
の
と
主
張
す
る
者
に
多
く
の
経
憎
学
者
が
あ
る
が
（
例
え
ば
高
橋
・
田
杉
氏
疑
獄
役
会
制
度
L
霧
会
社
法
と
会
冠
経
営
」
所
嫁
）
、
法
学
者

　
　
　
で
も
中
胴
武
氏
「
株
式
会
社
法
大
意
」
九
一
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　
し
か
し
多
く
は
、
従
来
の
制
度
の
法
定
化
と
不
用
意
に
解
説
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
は
、
第
三
節
第
三
項
註
一
〇
に
禍
げ
た
通
り
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
こ
の
点
は
、
従
来
の
制
度
の
法
定
化
と
見
て
多
く
の
間
違
い
も
、
不
都
合
も
生
じ
な
い
と
考
え
る
。

　
（
四
）
　
商
法
七
七
条
及
び
二
六
一
条
ご
項
参
照
。
唯
、
改
正
商
法
は
取
締
役
と
支
配
人
と
の
共
同
代
表
制
を
廃
止
し
た
こ
と
は
、
特
記
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　
（
五
）
　
商
法
七
七
条
三
項
及
び
二
六
】
条
三
項
参
照
。

　
（
六
）
　
有
限
会
社
は
、
多
く
は
少
人
数
で
、
通
例
は
大
資
本
企
業
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
、
多
く
の
資
本
群
代
表
を
必
要
と
し
な
い
戸
」
と
も
多
い
で
あ
ろ

　
　
　
う
し
、
又
法
律
も
そ
の
取
締
役
の
定
数
を
、
株
式
会
社
の
揚
卸
と
異
な
り
、
　
一
名
以
上
で
よ
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
取
締
役
会
な
ど
を
法
定

　
　
　
強
制
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
（
七
）
　
商
法
七
六
条
本
丈
は
「
業
務
ヲ
執
行
ス
ル
社
員
ハ
各
自
会
社
ヲ
代
表
ス
」
と
し
て
、
各
自
代
表
の
原
則
を
揚
げ
、
更
に
そ
の
但
書
で
、
定
款
又
は

　
　
　
総
社
員
の
同
意
を
以
て
、
こ
の
業
務
執
行
社
員
中
に
、
特
に
会
社
代
表
権
の
あ
る
も
の
を
定
め
る
こ
と
も
差
支
な
い
と
し
て
い
る
。
　
　
　
さ

　
（
八
）
　
学
者
は
一
般
に
こ
の
二
面
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
異
論
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
改
正
法
で
ば
、
業
務
執
行
の
意
思
決
定
機
関

　
　
　
　
（
取
締
役
会
）
と
、
代
表
取
締
役
を
別
機
関
と
し
て
、
こ
の
区
別
を
｝
層
は
つ
き
り
し
た
と
も
言
い
得
る
。

　
　
　
　
又
、
合
名
会
社
の
無
限
責
任
社
員
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
の
代
表
と
業
務
執
行
は
h
対
外
関
係
と
対
内
関
係
と
し
て
明
確
に
し
て
い
る
。
唯
そ

　
　
　
の
業
務
執
行
権
の
あ
る
社
員
に
代
表
権
限
も
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
七
六
条
本
丈
）
。

　
（
九
）
　
こ
の
取
締
役
の
分
業
の
実
情
は
、
拙
稿
「
株
式
会
社
の
理
事
監
査
機
関
構
…
成
の
統
計
的
研
究
」
民
商
法
雑
誌
八
巻
四
号
一
七
五
頁
以
下
参
照
、
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（
い
○
）
　
こ
の
こ
と
意
、
特
に
田
中
誠
二
博
士
の
強
×
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
例
え
ば
同
博
士
「
新
会
社
法
論
」
上
巻
二
六
八
頁
、
「
確
定
改
正

　
　
会
社
法
鯉
肛
説
」
　
一
　
一
山
ハ
百
（
八
参
照
）
　
0

（
一
一
）
　
と
く
に
、
代
表
の
揚
合
と
、
業
務
執
行
の
揚
合
に
よ
つ
て
、
こ
の
要
求
に
は
、
当
然
強
弱
の
差
が
考
え
ら
れ
る
が
、
一
般
に
は
、
代
表
権
限
の

　
　
あ
る
も
の
が
、
余
り
多
い
こ
と
は
（
よ
り
適
当
で
な
い
と
言
い
得
よ
う
。

（一

�
j
　
こ
の
実
情
に
つ
い
て
も
、
拙
稿
、
前
座
、
　
「
株
式
会
社
⑳
理
事
、
監
査
機
関
構
…
成
の
統
計
的
研
究
」
民
商
法
雑
誌
八
巻
四
号
一
七
五
頁
以
下
参

　
　
照
。
，

（
＝
ご
）
　
特
殊
会
社
に
つ
い
て
は
西
原
博
士
「
株
式
会
社
，
の
特
殊
法
規
研
究
」
、
拙
著
「
独
裁
主
義
株
式
会
社
法
論
」
六
四
頁
以
下
、
又
営
団
と
金
庫
の

　
　
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
署
「
営
団
と
統
制
会
」
一
二
〇
頁
以
下
、
「
企
業
の
国
家
性
」
六
ん
頁
以
下
及
び
七
四
頁
以
下
な
ど
参
照
。
．

（
一
四
）
　
即
ち
総
裁
、
副
総
裁
な
ど
は
、
殆
ん
ど
政
府
の
直
接
任
命
と
レ
（
例
え
ば
日
銀
、
鮮
銀
、
満
鉄
、
東
拓
、
噛
東
北
興
業
、
東
北
振
興
電
力
、
台

　
　
電
、
重
職
拓
、
　
台
墨
、
　
南
拓
、
帝
燃
は
全
然
株
主
権
と
は
無
関
係
に
、
政
府
又
は
朝
鮮
総
督
、
台
湾
総
督
の
任
命
。
　
正
金
、
勘
銀
、
興
銀
、
台

　
　
銀
・
日
本
無
電
は
】
，
定
株
式
所
有
の
株
主
屯
か
ら
政
府
任
命
叉
は
株
主
総
会
の
選
挙
し
た
候
補
者
申
か
昏
政
府
任
命
と
し
て
い
た
）
そ
し
て
こ
の
も

　
　
の
に
・
企
業
代
表
権
と
企
業
の
統
轄
権
を
集
中
し
て
い
る
（
例
え
ば
日
本
銀
行
法
一
五
条
一
項
、
帝
都
高
速
度
交
通
営
団
法
一
六
条
等
参
照
）
。
こ

　
　
れ
は
戦
後
の
特
殊
会
社
、
特
別
企
業
体
で
も
同
様
で
あ
る
（
例
え
ば
電
源
開
発
促
進
法
一
九
条
、
一
二
条
、
日
本
輸
出
入
銀
行
法
二
条
、
＝
一
条
、

　
　
日
本
開
発
銀
行
法
一
】
条
、
　
】
二
条
、
日
本
專
売
公
社
法
一
一
条
、
一
二
条
、
日
本
国
有
鉄
道
法
一
九
条
、
二
〇
条
、
日
本
電
信
電
話
公
社
法
一
二

　
　
条
等
参
照
）
。
唯
、
最
近
の
国
際
群
々
会
社
法
、
日
本
航
空
株
式
会
社
法
な
ど
は
、
こ
の
よ
う
な
強
い
干
渉
規
定
が
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
蜥
，

，
（
一
五
）
　
季
理
事
・
取
締
役
は
、
特
殊
会
社
で
は
、
多
く
は
株
主
総
会
の
推
薦
し
た
者
の
申
か
ら
政
府
任
命
と
す
る
か
（
例
え
ば
日
銀
、
鮮
銀
、
満
鉄
、
　
①

　　

e
拓
殖
会
社
・
霞
籍
な
ど
）
・
叉
は
全
然
埜
馨
の
選
任
に
委
し
、
護
府
の
承
認
を
要
す
・
も
の
と
す
・
に
止
ξ
て
い
於
例
え
歪
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
金
、
日
本
無
線
、
日
鉄
な
ど
）
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1

（
一
六
）
　
そ
し
て
そ
の
権
限
も
、
本
丈
の
幸
く
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
拙
著
「
独
裁
主
義
株
式
会
社
法
論
」
六
四
頁
、
　
「
企
業
の
国
家
性
ト
五
三
頁
以
下
八



説
．論

　
　
　
八
頁
及
び
、
輸
出
入
銀
行
法
一
一
条
、
続
々
公
社
法
二
〇
条
、
国
有
鉄
道
法
一
九
条
、
電
源
開
発
促
進
法
一
九
条
等
参
照
、

　
（
】
七
）
　
拙
署
「
企
業
の
国
家
性
」
三
〇
頁
以
下
及
七
八
頁
以
下
参
照
。

　
次
に
「
監
査
機
関
」
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
複
任
制
で
も
、
独
任
制
で
も
よ
い
が
、
合
議
制
の
監
査
機
関
は
、
監
査
の
性
質
上
余
り
適

当
で
は
な
い
・
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
株
式
会
社
で
は
、
改
正
前
の
法
律
で
も
、
改
正
法
で
も
等
し
く
一
人
以

毒
し
て
居
て
・
勿
論
天
で
も
斐
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
牝
実
際
界
で
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
三
名
倉
至
仁
名
位
の
監
査
役
を

保
有
し
て
い
る
会
社
が
通
例
で
あ
を
一
下
有
限
会
社
は
監
査
役
を
必
要
機
関
と
は
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
を
置
く
限
り
、
株
式
会
社
の
場

合
と
同
様
で
あ
る
。

　
而
し
て
改
正
法
は
、
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
会
の
制
度
を
法
定
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
監
査
役
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
要
求

し
な
か
っ
た
の
ほ
、
単
に
一
ん
の
場
合
が
あ
り
得
る
か
ら
と
の
考
慮
だ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。
唯
独
逸
で
は
、
監
査
役
会
（
》
亀
皿
o
算
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

民
鉾
）
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
機
構
構
造
論
か
ら
し
て
適
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。
即
ち
監
査
役
は
、
各
自
の
識
見
と
責
任
に
於
て
監

査
を
行
う
も
の
で
、
そ
れ
が
合
議
を
し
て
結
論
を
出
す
べ
ぎ
必
要
が
乏
し
く
、
且
つ
そ
う
す
る
こ
と
が
、
不
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
数
入
の
監
査
役
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
中
に
主
従
が
あ
り
、
常
勤
と
非
常
勤
と
あ
っ
て
も
差
支
な
い
が
、
こ
の
監
査
役

の
場
合
の
主
従
は
、
そ
の
地
位
の
上
下
、
分
担
範
囲
の
広
狭
に
因
る
も
の
は
差
支
な
い
が
、
主
た
る
監
査
役
が
、
従
た
る
監
査
役
の
監
査

判
定
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
指
揮
又
は
制
肘
す
る
権
限
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
監
査
の
性
質
土
許
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
も

　
　
　
（
四
）

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
更
に
検
査
役
に
つ
い
・
て
も
、
同
様
に
論
じ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
時
的
の
、
叉
は
臨
時
の
機
関
に
止
ま
る
こ
と
は
勿
論
で
あ

る
。
、
叉
各
株
主
又
は
各
社
員
が
有
す
る
監
視
権
と
、
監
督
是
正
作
用
の
発
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
単
独
権
で
あ
っ
て
、
仮
令
少
数
株
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
薫
）

権
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
法
律
上
、
合
議
制
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
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〈
こ
商
法
二
八
ひ
条
は
、
取
締
役
の
完
員
に
関
す
る
第
ご
五
」
案
を
準
用
し
て
い
な
い
と
・
塔
夜
、
法
的
根
拠
が
あ
る
。

（
、
U
　
一
般
に
は
・
二
人
乃
至
三
人
の
も
の
が
多
い
が
、
中
に
は
五
心
位
の
も
の
も
あ
り
、
又
」
名
し
か
有
し
な
い
も
の
も
あ
る
。
而
も
最
近
は
銀
行
、

　
　
税
務
署
な
ど
か
ら
の
も
の
が
少
く
な
い
こ
ま
・
追
立
つ
。
特
殊
会
社
で
は
、
理
事
長
機
関
、
理
事
は
往
々
に
し
て
そ
の
資
本
所
有
者
と
は
無
関
係
に

　
　
政
府
任
命
と
す
る
に
対
し
て
、
む
の
監
査
役
は
細
思
株
主
か
ら
影
壁
任
命
す
る
と
・
う
に
委
し
て
い
た
（
拙
董
独
裁
主
義
株
式
会
僕
論
」

　
　
六
五
頁
以
下
の
表
並
に
拙
稿
「
株
式
会
社
の
理
事
⑳
監
査
機
関
構
成
の
統
計
的
研
究
」
艮
商
法
難
誌
八
巻
十
、
口
写
一
八
二
頁
以
下
参
照
）
9

（
三
）
　
独
商
法
九
三
条
三
項
で
ぼ
、
監
査
役
に
つ
い
て
、
監
査
役
会
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
監
査
役
の
外
、
」
取
締
役
も
参
加
す
る
と
い
う
も
の

　
　
で
・
わ
が
国
の
従
来
の
監
査
役
観
念
と
も
、
況
ん
や
、
改
正
法
の
そ
れ
と
は
全
く
異
質
的
役
割
の
も
の
で
あ
る
。
伺
お
、
そ
の
権
限
に
つ
い
て
は
同

　
　
法
九
流
条
、
九
六
条
、
九
七
条
な
ど
参
照
Q
切
聾
。
・
，
噛
U
①
一
，
雪
鍵
。
げ
茸
鈴
螢
ド

（
四
）
　
こ
の
点
は
、
司
法
裁
判
所
に
於
け
る
判
事
の
地
位
と
同
様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
信
ず
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
更
に
吟
味
す
。
へ
き
も
の
が
あ

　
　
る
が
・
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

（
五
）
少
数
株
主
権
で
も
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
株
主
資
格
を
一
定
数
以
上
の
株
式
の
所
有
老
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
は
一
人
で
も

　
　
よ
け
れ
ば
・
数
人
の
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
の
数
人
の
揚
合
に
も
、
そ
の
合
議
、
決
議
に
よ
る
こ
と
を
、
別
に
要
求
し
て
い
る
性
質
の
も
の
で
は
な

　
　
い
。

⇔
同
質
的
合
議
と
異
質
的
合
議

　
　
、
、
合
議
は
通
例
は
、
同
質
的
な
も
の
の
集
合
で
な
く
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
故
に
入
的
会
社
で
あ
る
合
名
。
合
資
会
社
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
）

説
　
そ
の
出
資
分
や
関
与
の
強
弱
な
ど
を
問
わ
ず
、
そ
の
社
員
総
会
で
は
各
人
の
票
決
権
を
頭
数
の
上
で
の
平
等
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。
之

論
に
対
し
て
株
主
総
会
で
は
・
そ
の
雨
量
の
差
に
著
し
い
も
の
が
あ
る
こ
と
乏
、
そ
の
物
的
有
限
制
に
讐
、
寧
ろ
馨
単
位
と
し
て
の
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株
式
の
数
に
比
例
し
て
議
決
権
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
「
株
主
」
で
は
な
く
、
「
株
式
」
を
不
等
に
扱
う
と
い
う
資
本
主
義
的
修
正
を
施
し

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0

論
た
奪
原
則
を
当
用
し
て
い
る
所
以
で
あ
る
．
喬
じ
く
鴇
有
限
の
有
限
会
社
の
社
員
の
蟄
総
会
で
の
嚢
権
に
つ
い
蓋
持
分
贈

　
　
数
比
例
主
義
を
採
用
し
て
い
る
の
も
、
肯
け
る
わ
け
で
あ
る
。
唯
協
同
組
合
は
、
従
っ
て
企
業
組
合
な
ど
で
も
、
持
分
比
例
で
は
な
く
、
　
幽

　
　
頭
数
妻
を
採
用
し
て
い
る
の
は
・
そ
の
イ
デ
オ
。
ギ
i
的
姦
策
的
考
獲
よ
る
も
の
で
あ
麓
　
　
　
　
　
　
傷

　
　
－
故
に
上
記
の
株
主
の
中
に
も
、
経
済
社
会
の
発
達
に
つ
れ
て
、
自
分
で
企
業
を
共
同
し
て
遂
行
し
よ
う
と
す
る
企
業
家
株
主
（
d
暮
①
H
L
2
1

　
昌
⑦
げ
ヨ
①
H
鋳
賦
o
u
母
）
の
外
に
、
他
入
の
企
面
し
、
運
用
し
て
い
る
企
業
に
、
単
に
資
金
投
資
だ
け
を
し
て
、
そ
の
資
金
の
利
殖
の
み
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
図
ろ
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る
投
資
株
主
（
卜
巳
9
σ
q
①
簿
ド
鉱
。
昼
酵
）
の
数
と
量
と
を
著
し
く
加
え
、
更
に
証
券
市
場
の
発
達
に
よ
つ
て
、
株
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
を
単
に
投
機
の
対
象
物
と
し
て
所
有
す
る
人
々
を
生
む
に
至
っ
た
い
わ
ゆ
る
投
機
株
主
（
o
Q
需
ズ
巳
讐
一
〇
塁
鋳
は
。
旨
鍔
）
を
生
じ
て
来
た
。

　
　
こ
う
言
う
よ
う
に
異
質
的
な
株
主
が
多
く
な
り
、
　
そ
の
利
害
の
対
立
が
現
わ
れ
て
来
る
と
、
　
い
わ
ゆ
る
特
定
種
類
の
株
主
の
発
言
を
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

　
　
じ
、
そ
の
評
価
を
別
に
し
よ
う
な
ど
ど
言
う
動
き
を
示
し
て
く
る
の
も
自
然
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
x
に
、
無
名
性
の
問
題
、
企

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
業
自
体
の
思
想
を
生
み
、
更
に
は
無
議
決
権
株
、
多
数
議
決
権
株
な
ど
の
制
度
を
考
え
る
に
至
る
理
由
が
あ
る
。
又
株
式
自
体
の
種
別
と

　
　
し
て
も
、
普
通
株
の
外
に
、
優
先
株
、
後
配
株
又
は
劣
後
株
と
言
わ
れ
る
よ
5
な
新
型
の
株
式
の
種
類
を
生
む
に
至
っ
て
居
る
。
そ
し
て

　
　
商
法
は
こ
の
種
の
異
種
の
株
主
に
損
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
、
定
款
変
更
を
行
う
た
め
に
は
、
一
般
の
株
主
総
会
の
外
に
、
之
等
の
特
別
株

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
一
）

　
主
の
総
会
の
決
議
を
必
要
な
も
の
と
．
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
、

　
　
　
し
か
し
少
数
入
に
よ
る
合
議
体
で
は
、
　
寧
ろ
異
質
的
。
対
立
的
な
構
成
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
好
ま
し
い
。
　
特
に
取
締
役
会
な
ど
で

　
．
は
、
こ
の
こ
と
は
寧
ろ
必
要
で
さ
え
あ
る
こ
と
は
既
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
改
正
法
が
累
積
投
票
（
o
q
B
巳
禽
。
重
く
①
〈
o
江
ロ
σ
q
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
コ
じ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
ユ

　
　
制
度
を
採
用
し
だ
理
由
も
、
こ
の
見
地
か
ら
は
賛
成
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
累
積
投
票
の
制
度
は
、
株
主
の
相
異
な
る
利
益
群



論説

か
ら
そ
の
代
表
者
を
取
締
役
会
に
送
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
民
主
的
な
企
業
運
営
と
、
企
業
執
行
の
監
視
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
・
粂
の
塁
な
運
営
を
保
障
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
噸
私
は
…
で
潰
し
た
い
の
は
・
更
に
そ
の
選
ば
れ
る
取
締
役
の
性

格
、
出
身
自
体
に
異
質
的
な
も
の
が
存
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
称
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
即
ち
企
業
社
会
の
発
達
は
、
資
本
家
重
役

か
ら
、
経
営
者
重
役
即
ち
、
社
員
出
身
又
は
社
内
出
身
の
取
締
役
を
多
く
し
、
そ
れ
が
企
業
経
営
の
実
権
力
を
握
る
形
態
を
招
来
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

い
う
傾
向
は
之
を
認
め
る
が
、
わ
が
国
の
場
合
は
こ
う
し
た
経
済
的
理
由
の
外
に
、
極
め
て
強
く
政
治
的
理
由
が
加
え
ら
れ
て
招
来
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　

た
事
態
で
あ
る
だ
け
に
、
特
に
こ
の
点
考
慮
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
新
し
い
取
締
役
会
制
度
の
下
で
は
、
．
社
員
重
役
の
外
に
、
も
っ
と

相
当
数
の
資
本
利
益
代
表
の
取
締
役
を
加
え
る
べ
く
、
且
つ
公
益
性
の
強
い
企
業
で
は
利
用
者
、
取
引
先
代
表
の
性
格
を
持
つ
た
取
締
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

も
加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
而
も
こ
う
毛
た
社
外
的
取
締
役
の
不
可
鋏
で
あ
る
こ
と
は
、
経
営
学
的
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
）

か
ら
も
、
強
く
要
望
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
一
）
　
例
え
ば
商
法
七
…
条
以
下
、
一
四
七
条
な
ど
参
照
。

（
二
）
　
株
式
会
社
制
度
発
達
の
初
期
で
は
、
一
定
数
以
上
の
秣
式
を
持
つ
大
株
主
で
’
な
け
れ
ば
こ
の
議
決
権
を
行
使
さ
せ
す
（
大
塚
久
雄
「
株
式
会
社
発

　
　
生
史
論
」
下
巻
三
〇
六
頁
以
下
、
田
中
誠
二
博
士
「
新
会
社
法
論
」
一
〇
六
頁
以
下
、
西
原
寛
一
博
士
「
商
法
学
」
一
四
六
頁
以
下
、
囚
．
H
①
ず
日
聾
P

　
　
ご
器
勿
㊦
o
茸
O
①
胃
φ
犀
自
①
昌
σ
q
o
ω
o
目
ω
o
ゲ
①
津
o
P
切
自
●
飼
ω
・
〔
㎝
の
h
σ
q
・
）
、
叉
わ
が
国
で
も
初
期
日
本
銀
行
で
は
十
株
以
上
の
株
主
で
な
け
わ
ば
、
株
主

　
　
総
会
に
田
席
し
て
、
権
利
行
使
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
前
日
銀
法
二
〇
条
三
項
参
照
）
。

　
　
　
更
に
改
正
前
の
商
法
で
は
う
十
一
株
以
上
の
株
式
所
有
者
の
議
決
権
は
定
款
を
以
て
制
限
す
る
こ
と
を
認
め
て
「
い
た
が
（
改
正
前
商
法
二
四
一
条

　
　
一
項
但
書
）
、
こ
れ
は
改
正
法
で
は
こ
う
し
た
制
限
を
爲
し
得
な
い
も
の
と
し
た
（
改
正
法
二
四
｝
万
一
項
参
照
）
。

　
　
　
樹
お
、
株
式
の
譲
受
登
録
か
ら
六
ヶ
潟
を
超
え
な
い
株
主
の
議
決
権
を
無
い
も
の
と
す
る
定
款
規
定
を
認
め
て
い
た
が
（
改
正
前
商
法
二
四
一
条
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覧．

論説

　
　
一
項
但
書
）
、
こ
わ
も
削
除
さ
れ
た
。

　
　
　
又
、
総
会
に
於
け
る
代
理
人
資
格
に
つ
い
て
、
そ
の
会
社
の
株
主
に
限
る
と
す
る
定
款
限
定
が
一
般
に
も
行
わ
れ
、
叉
学
界
で
も
肯
定
さ
わ
る
の

　
　
が
通
例
で
あ
る
（
例
え
ば
、
松
田
二
郎
博
士
「
会
社
法
概
論
」
國
二
七
頁
、
」
田
中
誠
コ
博
士
「
会
社
法
」
一
、
六
＝
貝
等
参
照
）
。
・

（
三
）
有
限
会
社
岳
三
桑
薫
、
し
か
し
あ
有
限
会
社
客
社
員
の
議
決
権
は
、
定
款
を
以
て
裂
の
定
め
を
す
る
．
・
と
（
例
・
識
澱
減
さ
せ
る
な

　
　
ど
）
を
認
め
て
居
り
、
そ
わ
は
昭
和
．
廿
六
年
法
律
第
∴
二
四
号
に
よ
る
同
法
の
改
正
で
も
、
変
更
さ
わ
な
か
っ
た
。

（
四
）
，
即
ち
協
同
組
合
は
、
人
的
胆
嚢
が
一
支
柱
で
あ
り
、
資
本
主
義
と
こ
の
点
で
、
思
想
的
対
立
乞
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
揚
か
ら
、
協
同
組
合

　
　
で
轍
そ
の
撮
資
口
数
の
差
忙
も
殉
ら
ず
、
一
人
一
票
主
義
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
例
え
ば
産
業
組
合
法
三
八
条
、
農
業
協
同
組
合
法
ご
六
条
、
．

　
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
一
…
塞
ハ
）
。
し
か
し
協
同
組
合
も
、
資
本
主
義
社
会
に
於
馳
て
、
企
業
活
動
す
る
以
上
、
相
券
の
資
金
を
必
要
と
し
、
之
を

　
　
集
め
る
に
は
撮
資
口
数
に
比
例
．
す
る
か
、
そ
わ
に
近
い
待
遇
を
大
口
出
資
者
に
与
え
る
必
要
性
が
実
際
に
は
多
く
、
こ
れ
が
協
同
組
合
の
拶
み
の
一

　
　
で
あ
る
が
、
戦
時
中
の
商
業
組
合
、
工
業
組
合
な
ど
で
は
、
定
款
を
以
て
し
て
、
幽
資
口
数
に
比
例
し
て
議
決
権
を
増
穴
す
る
こ
と
を
認
め
る
に
至

　
　
つ
て
い
た
（
商
組
法
∴
二
条
、
工
組
法
二
一
条
）
。

（
五
）
　
こ
の
投
資
株
主
の
数
的
激
増
と
共
に
、
こ
の
種
の
株
主
の
所
有
す
る
株
式
身
程
が
、
そ
の
企
業
の
総
株
式
数
に
対
し
て
占
め
る
割
会
も
極
め
て
大

　
　
き
く
な
る
に
及
ん
で
、
こ
の
種
の
株
主
の
保
護
問
題
な
ど
が
、
法
政
策
と
し
て
漸
く
増
大
し
た
の
は
自
然
で
あ
る
。
倫
お
こ
の
株
式
所
有
の
実
情
に

　
　
つ
い
て
は
、
悪
地
庸
次
郎
博
士
「
株
式
会
社
」
八
○
頁
以
下
、
同
「
我
国
株
式
会
社
に
於
け
る
株
式
分
散
と
支
配
」
一
頁
以
下
、
山
城
章
教
授
「
企

　
　
業
体
制
」
四
〇
頁
以
下
、
高
瀬
博
士
編
「
新
会
社
法
と
会
社
経
営
」
三
五
頁
以
下
な
ど
参
照
。
、

（
六
）
　
こ
の
投
機
株
圭
は
、
そ
の
性
質
上
、
｝
時
的
株
主
で
あ
り
、
企
業
の
健
全
な
維
持
よ
り
は
、
株
の
値
上
り
に
関
心
を
集
甲
す
る
種
の
株
主
で
あ
る

　
　
だ
け
に
、
こ
の
発
言
、
票
決
は
、
往
々
に
し
て
企
業
全
体
の
利
益
を
無
視
し
．
、
又
は
反
す
る
こ
と
も
曖
々
で
あ
る
。
こ
玉
に
於
て
か
、
こ
の
濫
用
を

　
　
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
種
の
株
圭
の
発
言
に
対
し
て
、
法
政
策
的
に
、
又
制
度
的
忙
工
夫
す
べ
き
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
と
信
ず
る
。
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・

論説曙

　
　
　
爾
お
、
こ
の
問
題
．
に
つ
い
て
は
．
田
甲
誠
一
博
士
「
株
式
会
社
に
於
け
る
多
数
決
原
側
の
濫
用
」
法
協
四
二
巻
九
号
、
．
小
栗
栖
国
道
氏
「
株
式
会
社

　
　
に
於
け
る
多
数
者
の
濫
用
」
法
論
’
＝
旧
悪
三
号
、
三
木
純
吉
氏
「
株
主
の
議
決
権
の
剥
奪
及
び
制
限
」
会
社
経
営
二
巻
】
号
二
五
頁
以
下
等
参
照
。

（
七
）
　
こ
の
無
名
性
の
問
題
に
つ
い
℃
は
、
ヒ
U
o
ユ
盛
け
氏
。
胃
く
。
目
ω
罫
器
冨
α
ゆ
ロ
甲
羅
》
＝
誘
。
ザ
ニ
器
①
ω
讐
鴎
》
肉
・
言
箇
・
h
・
U
・
肉
・
h
噸
p
。
ず
冠
o
q
・
（
お
深
）
・

　
　
晋
㌦
二
。
。
．
b
。
。
捕
σ
・
。
書
…
。
器
犀
胃
管
・
》
血
道
8
。
冨
酵
。
》
8
昌
遷
憲
け
葺
N
●
臨
．
g
節
・
。
臼
（
一
心
。
。
α
）
鉾
韓
蒔
．
…
寡
魯
・
r
．

　
　
u
δ
》
盛
。
凝
①
里
8
逗
辞
沓
冠
憲
ざ
喜
§
目
・
憂
げ
g
ヨ
量
強
豪
お
ω
9
ω
・
霞
思
及
び
、
三
藤
正
氏
「
無
名
性
の
問
題
」
大
倉

　
　
箕
誌
九
号
責
以
下
、
西
原
寛
薄
士
．
罧
式
会
社
に
於
け
・
ナ
チ
意
想
L
法
肇
四
巻
九
量
・
七
頁
以
下
戻
森
三
三
写
チ
ス
の

　
　
株
式
法
改
正
論
L
法
学
論
叢
三
五
巻
二
号
四
二
九
頁
以
下
等
参
照
。

（
八
）
．
企
轍
栗
自
体
（
d
ロ
陣
①
同
5
0
げ
葺
0
5
1
①
目
鼻
0
8
ゲ
）
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
瓢
9
‘
ω
ω
ヨ
餌
β
昌
℃
＜
o
】
β
》
評
は
。
謬
ぞ
。
ゆ
①
昌
‘
昌
α
対
。
日
》
詳
菖
O
⇔
「
①
o
げ
ご
一
㊤
N
c
o
・
．

　
　
G
∩
●
G
。
刈
田
σ
q
●
一
着
暮
9
旨
～
＜
0
8
》
吋
謡
①
昌
ミ
①
。
D
①
p
の
・
G
。
。
。
h
σ
q
．
引
玄
。
簿
。
お
津
8
】
。
8
①
幽
二
一
。
σ
。
＆
昌
臣
翠
雲
。
葭
。
。
ぽ
ρ
ω
軋
一
鍵
…
大
隅
健

　
　
　
．
一
郎
博
士
「
株
式
会
社
法
変
遷
諭
」
二
四
一
頁
以
下
、
鶉
井
秀
夫
氏
「
独
株
武
法
改
正
法
上
の
企
業
自
体
」
肉
．
口
高
商
改
称
三
＋
周
年
記
念
論
文
集

　
　
　
四
〇
四
頁
以
下
等
参
眉
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
」
　
　
、
　
「
　
　
　
　
，

　
（
九
）
　
無
議
決
株
（
ω
菖
ヨ
ヨ
『
o
o
ゴ
駐
ざ
g
a
①
b
四
民
①
昌
∴
昌
（
）
昌
屯
。
嵩
昌
α
q
o
駐
プ
舘
⑦
o
円
。
。
8
0
犀
）
と
は
、
．
議
決
権
の
な
い
株
式
で
、
わ
が
国
で
は
昭
和
十
三
年

　
　
　
の
改
正
で
・
英
米
法
に
徹
っ
て
設
け
ら
わ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
奥
改
正
で
、
そ
わ
は
株
式
の
種
類
で
は
な
く
な
り
、
優
先
株
圭
が
、
優
先

　
　
　
的
現
実
取
扱
を
受
け
る
間
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
に
過
ざ
な
い
制
限
と
し
た
の
で
あ
る
（
商
二
四
二
条
）
。
荷
、
、
の
直
門
つ
い
て
は
豊
崎
光
裏
授

　
　
　
「
議
決
権
な
き
株
式
」
法
協
五
五
巻
＝
一
号
二
二
七
六
頁
以
下
、
五
六
巻
一
号
八
，
二
頁
以
下
等
参
照
。

パ
る
）
多
数
議
決
権
株
（
言
意
。
・
昏
・
轟
・
隻
・
蝕
。
ヨ
は
、
又
議
決
篠
（
ω
膏
鼻
。
。
量
子
け
9
又
は
防
繰
（
ω
。
嘗
§
甕
・
菖
と
も
呼
ぱ

　
　
　
慧
も
の
で
あ
っ
三
極
豪
大
戦
禦
独
、
仏
、
伊
な
ど
で
、
貨
縫
値
の
餐
、
．
外
国
資
本
か
ら
の
企
多
野
使
用
嚢
た
が
廓
青
多

　
　
　
く
・
仏
は
一
九
三
〇
年
四
月
羅
馬
日
法
で
、
独
は
…
九
三
七
年
の
株
式
法
一
二
条
ご
項
で
禁
止
す
る
に
至
っ
た
。
　
．
貞
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帰論説

　
　
　
省
お
、
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
蜀
9
げ
δ
矯
U
♂
Q
D
落
日
8
国
o
o
評
＄
白
目
臨
O
・
一
㊤
ト
の
q
。
切
℃
冨
ご
腕
押
U
δ
ω
菰
訂
旨
ζ
o
o
窪
ω
》
犀
氏
Φ
・
一
㊤
ゆ
凶
旧
国
o
H
鴫
毛
　
嘗
．

　
　
6
0
。
喜
雷
占
奪
く
O
羅
理
器
匹
…
Φ
P
お
b
。
g
ゆ
●
　
増
地
算
次
郎
博
士
「
議
決
権
株
と
無
議
決
権
株
」
明
大
商
学
論
叢
九
巻
六
号
、
同
博
士
「
株
式
会
社
」

　
　
三
七
四
頁
乃
至
三
九
六
頁
参
照
。

（
一
一
）
　
伺
お
へ
上
記
の
外
・
或
い
は
譲
受
後
一
定
の
期
間
継
続
し
て
株
式
を
保
有
す
る
こ
と
（
改
正
前
商
法
二
四
一
条
一
項
但
書
）
、
又
は
技
術
的
理

　
　
由
に
よ
っ
て
、
株
式
名
儀
書
換
停
止
時
の
株
主
名
簿
に
登
載
の
株
主
に
限
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
る
（
改
正
商
法
ニ
ニ
四
条
の
こ
）
。

（
｝
二
）
　
商
法
三
四
五
条
一
項
参
照
。
即
ち
「
会
社
が
数
種
ノ
株
式
ヲ
発
行
シ
タ
ル
揚
野
山
於
テ
、
定
款
ノ
変
更
が
或
種
類
ノ
株
主
二
損
害
ヲ
及
ボ
ス
ベ

　
　
キ
ト
キ
う
、
株
主
総
会
ノ
決
議
ノ
外
其
種
類
ノ
株
主
ノ
総
会
ノ
決
議
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。
或
種
類
ノ
株
主
ノ
総
会
ノ
決
議
ハ
其
ノ
種
類
ノ
発
行
済
株

　
　
式
ノ
総
数
ノ
過
半
数
二
当
ル
株
式
ヲ
有
ス
ル
株
主
出
席
シ
其
ノ
議
決
権
ノ
三
分
ノ
ニ
以
上
二
当
ル
多
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
爲
ス
」
と
し
て
い
る
。

（
「
三
）
　
累
積
投
票
は
、
こ
議
し
た
制
定
の
貯
的
に
沿
う
て
の
み
、
行
わ
れ
る
と
は
保
障
で
き
す
、
徒
ら
に
執
行
力
を
高
度
に
保
持
す
べ
き
取
締
役
会
の

　
　
渋
滞
と
立
通
を
こ
れ
、
目
的
と
す
惹
よ
う
な
人
々
の
た
め
に
濫
用
さ
れ
る
置
も
あ
る
。
故
に
商
法
二
五
六
条
の
四
．
に
よ
っ
て
、
こ
の
累
積
投
票
の
制

　
　
度
を
定
款
の
明
規
を
以
て
一
応
排
斥
す
る
こ
と
も
認
め
た
所
以
で
あ
る
。

（
｝
四
）
　
こ
の
累
積
投
票
制
の
意
義
と
役
割
に
付
い
て
は
、
じ
d
鉱
冨
昌
二
器
ρ
O
昌
O
o
目
℃
o
聴
9
臨
。
⇒
ω
“
H
①
≦
ω
①
α
o
創
こ
℃
●
幽
O
艀
●
島
本
英
夫
教
授
「
累
積
投

　
　
票
」
（
英
米
会
社
法
研
究
所
牧
、
二
一
九
一
一
一
三
一
頁
参
照
。

（
一
五
）
　
い
わ
ゆ
る
「
経
営
者
支
配
」
の
実
体
で
あ
る
。
高
宮
画
廊
「
企
業
経
営
新
論
」
四
帆
頁
、
古
川
榮
二
氏
「
新
経
営
者
」
等
参
照
。

（
］
六
）
　
即
ち
絡
戦
後
A
連
合
国
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
職
犯
追
放
の
一
と
し
て
の
、
財
界
人
の
追
放
そ
の
他
の
理
由
に
よ
る
も
の
が
、
こ
わ
で
あ
る
。
「
持

　
　
株
会
社
整
理
委
員
会
令
」
　
一
九
条
の
四
、
　
「
財
閥
同
族
支
配
壁
画
像
法
」
　
（
昭
和
二
三
年
一
月
制
定
、
二
六
年
一
月
廃
止
）

　
　
　
何
お
、
こ
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
公
正
取
引
委
立
会
編
「
日
本
の
財
閥
と
そ
の
解
体
」
ご
九
八
頁
以
下
参
照
。

（
｝
七
）
　
即
ち
電
気
、
瓦
斯
う
交
通
業
な
ど
の
公
益
企
業
で
は
、
単
に
資
本
家
代
表
を
加
え
る
外
に
、
二
等
の
企
業
の
利
用
者
、
浦
費
者
代
表
を
、
何
等
■
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か
の
形
で
こ
の
取
締
役
会
に
送
る
こ
と
が
好
ま
し
い
。
電
力
会
社
再
編
成
の
際
に
、
多
少
こ
の
点
の
考
慮
が
行
わ
わ
よ
ヶ
と
し
た
が
、
＋
分
実
現
を

　
　
　
　
　
見
な
か
っ
た
。
交
通
機
関
で
、
こ
5
し
た
意
味
の
取
締
役
を
、
株
主
総
会
で
推
薦
し
て
選
任
し
た
事
例
は
な
し
と
し
な
・
い
よ
う
で
あ
る
が
、
や
は
り

　
　
　
　
　
特
別
法
に
よ
っ
て
制
度
的
に
、
こ
う
し
だ
代
表
を
加
え
る
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
を
提
称
し
た
い
。
侮
お
、
企
業
の
対
公
衆
、
対
利
用
者
の
面
に
向

　
　
　
　
　
け
ら
れ
た
民
主
化
の
努
力
は
、
殆
ん
ど
行
わ
れ
歩
、
向
後
最
も
努
力
さ
れ
る
べ
き
分
野
で
あ
る
と
信
ず
る
、
　
（
拙
稿
「
九
州
地
方
の
企
業
民
主
化
の

　
　
　
　
　
実
情
」
九
大
、
産
労
研
究
所
報
第
二
号
五
三
頁
以
下
、
高
田
・
志
津
田
「
交
通
企
業
の
利
用
者
保
護
と
九
州
地
区
の
実
情
し
同
上
第
五
号
四
三
頁
以

　
　
　
　
　
下
等
参
照
。

　
　
、
（
一
八
）
　
取
締
役
会
は
、
　
こ
う
し
た
異
質
的
梅
…
成
を
持
つ
の
で
な
け
れ
ば
、
　
そ
の
．
役
割
を
十
分
果
し
得
な
い
も
の
と
指
摘
さ
れ
る
学
者
に
、
　
ヒ
b
一
巴
♪

　
　
　
　
　
》
づ
嘆
鉱
啄
D
ぎ
σ
q
夢
。
ゆ
。
①
吐
傷
。
｛
U
貯
Φ
o
け
。
聴
ω
（
霞
ρ
＜
農
婦
α
切
戸
ω
同
旨
⑦
ω
ω
閑
O
〈
一
〇
慈
　
U
騨
昌
お
α
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
o
）
、
高
橋
秀
雄
・
田
杉
競
氏
（
取
締
役
及
び
取
締
役
．

　
　
　
　
　
会
論
」
　
（
高
瀬
傅
士
編
「
新
会
社
法
と
会
社
経
営
」
二
三
七
頁
以
下
）
が
こ
わ
に
値
い
す
る
。
即
ち
、
社
内
取
締
役
と
社
外
取
締
役
の
構
成
に
よ
る

　
　
　
　
　
長
短
．
更
に
は
そ
の
採
る
べ
き
社
外
取
締
役
の
種
類
な
ど
に
つ
い
て
も
、
極
め
て
詳
細
に
し
て
、
示
唆
に
富
む
論
述
が
行
わ
わ
て
い
る
（
高
瀬
博
士

　
　
　
　
　
編
、
前
掲
書
二
四
一
頁
以
下
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
’
　
結
　
　
び

　
　
　
以
上
に
於
て
、
従
来
は
商
法
学
者
に
よ
っ
て
、
．
盛
ん
ど
、
吟
味
研
討
の
対
象
と
さ
れ
な
い
で
い
た
、
．
企
業
機
関
構
造
の
比
較
制
度
論

　
　
を
、
辱
行
政
法
学
者
そ
の
他
で
は
、
既
に
研
討
さ
れ
て
い
る
組
織
法
的
な
吟
味
と
し
て
敢
行
し
て
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
猫
任
制
と

　
　
合
議
制
が
、
企
業
機
関
の
相
異
に
よ
つ
て
ど
う
異
な
る
べ
き
か
、
更
に
、
そ
れ
は
単
に
機
関
性
格
だ
け
で
は
な
く
、
企
業
の
組
織
形
態
の

　
　
相
異
か
ら
も
、
ど
ん
な
影
響
を
受
け
る
か
を
見
、
更
に
そ
の
合
議
制
の
場
合
に
、
同
質
的
合
議
制
が
、
好
ま
し
い
か
、
異
質
的
な
合
議
制

説
　
が
好
ま
し
い
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
れ
は
一
概
に
は
、
論
断
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
こ
れ
も
、
そ
の
機
関
種
類
と
企
業
組
織
形
態

論　
　
の
相
異
か
ら
、
、
異
な
る
結
論
に
至
る
べ
き
も
め
が
あ
る
こ
と
を
見
た
の
で
あ
る
。
尚
お
、
そ
の
合
議
制
に
し
で
も
、
そ
の
機
関
意
思
の
決
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定
に
は
、
全
員
一
致
か
、
そ
れ
と
も
単
純
多
数
決
か
、
特
別
多
数
決
か
、
更
に
は
、
そ
の
合
議
参
加
者
の
、
票
決
嫁
平
等
と
す
べ
き
か
、

説　
　
異
質
と
す
べ
き
か
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
更
に
理
論
的
の
面
で
も
、
，
実
際
的
長
短
な
ど
、
に
つ
い
て
、
多
く
の
吟
味
を
要
す
る
問
題
も

論　
　
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
紙
面
の
都
合
で
略
し
、
別
の
機
会
に
吟
味
し
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
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